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令和６年３月 

 

入札参加者の皆様へ 

 

桑名市契約監理課  

 

測量、建設コンサルタント等業務の最低制限価格等の算出に係る 

算定式等の改正について（令和６年４月１日施行） 

 

最低制限価格の基準となる価格の算定式等を改正します。 

 

１．測量、建設コンサルタント等業務における最低制限価格の基準となる価格の算定式の対照表 

業種 令和６年３月 31日まで 令和６年４月１日から 

建築関係コンサルタント業務 

建設コンサルタント業務 

補償コンサルタント業務 

(1) 積算に技術経費の項目を

計上する場合 

（直接業務費＋諸経費×0.6＋

技術経費） 

※ 諸経費＝業務管理費＋一般

管理費等 

(2) 積算に技術経費の項目を

計上しない場合 

（直接原価＋その他原価＋一般

管理費等×0.5） 

(1) 積算に技術経費の項目を

計上する場合 

（直接業務費＋諸経費×0.6＋

技術経費） 

※ 諸経費＝業務管理費＋一般

管理費等 

建築関係コンサルタント業務

においては、直接業務費に特

別経費の額を含むものとす

る。 

(2) 積算に技術経費の項目を

計上しない場合 

（直接原価＋その他原価＋一般

管理費等×0.5） 

 

２．施行日 

令和６年４月１日（同日以降に公告・指名する案件から適用） 

 

 

【お問い合わせ】                 

桑名市役所 総務部 契約監理課         

電話：0594-24-1409 ファクシミリ：0594-24-1352 

メール：keiyakum@city.kuwana.lg.jp       


